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報告第１号 

 

議案に対する意見について 

 

知事から意見を求められた下記議案について、緊急を要するため、青森

県教育委員会の事務の委任等に関する規則第４条第１項の規定に基づき、

教育長において臨時に代理し、原案に同意したので、ここに報告します。 

 

記 

 

１ 令和４年度青森県一般会計補正予算（第２号）案（教育委員会所管分） 

２ 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案 

３ 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例案 

４ 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案 

５ 青森県教育職員免許法関係手数料徴収条例の一部を改正する条例案 

６ 青森県営スケート場条例の一部を改正する条例案 
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議案第１号                  
 

青森県社会教育委員の人事について 

 

青森県社会教育委員の人事を次のとおり行う。 

 

小笠原 一 恵 

  川 康 久 

中 村 伸 二 

岩 本 美 和 

小笠原 秀 樹 

工 藤 貴 子 

松 浦   淳 

越 村 康 英 

青森県社会教育委員を委嘱する 

 任期は令和４年１０月１９日から令和６年１０月１８日までとする 

   

令和４年１０月１９日 

                       青森県教育委員会 
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議案第２号                  
 

青森県生涯学習審議会委員の人事について 

 

青森県生涯学習審議会委員の人事を次のとおり行う。 

 

三 上 菜穂子 

小笠原 一 恵 

  川 康 久 

阿 彦 正 弘 

米 田 大 吉 

小 寺 将 太 

中 村 伸 二 

田名部 由 香 

岩 本 美 和 

小笠原 秀 樹 

工 藤 貴 子 

大 木 えりか 

松 浦   淳 

越 村 康 英 

山 﨑 結 子 

 青森県生涯学習審議会委員を委嘱する 

 任期は令和４年１０月１９日から令和６年１０月１８日までとする 

   

令和４年１０月１９日 

                       青森県教育委員会 
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議案第３号 
 

学校職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する 

規則案について 

 

１ 提案理由 

  地方公務員の育児休業等に関する法律及び職員の育児休業等に関す

る条例の一部改正に伴い、学校職員の育児休業の承認の請求に関する

規定等について所要の整備を行うため提案するものである。 
 
２ 概要 

（１）育児休業の承認及び期間の延長の請求期限の見直し 
原則１月前としている育児休業の承認の請求期限及び期間の延長

の請求期限について、子の出生の日から５７日間内に育児休業をし

ようとする場合及び期間を延長しようとする場合は、請求期限を２

週間前に見直すことに伴う所要の整備を行う。 
（２）様式の改正 
   職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う「育児休業等計

画書」の廃止及び地方公務員の育児休業等に関する法律の改正によ

る育児休業の取得回数の見直しに伴い、請求に係る様式について所

要の整備を行う。 
 

３ 改正案及び新旧対照表 
  別紙のとおり 
 
４ 施行期日 

  公布の日から施行する。 
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学校職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則案

学校職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

学校職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則

学校職員の育児休業等に関する規則（平成四年三月青森県教育委員会規則第四号）

の一部を次のように改正する。

第一条中「県立学校の職員」の下に「（非常勤職員（地方公務員法（昭和二十五年

法律第二百六十一号）第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員

（以下「再任用短時間勤務職員等」という。）を除く。以下同じ。）を除く。）」を

、「規定する職員」の下に「（非常勤職員を除く。）」を加える。

第二条第一項中「職員の育児休業等に関する条例（平成四年三月青森県条例第五号

。以下「条例」という。）第二条の三第三号に掲げる場合又は同条例第二条の四に規

定する場合」を「第一号から第三号までに掲げる場合（第四号に該当する場合を除く

。）」に、「条例第三条第八号に掲げる事情に該当して当該承認を受けようとする」

を「第四号に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

一 当該請求に係る子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例（平成四年三

月青森県条例第五号。以下「条例」という。）第三条の二に規定する期間内に育

児休業をしようとする場合

二 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする

日が当該請求に係る子が一歳に達する日（当該請求をする再任用短時間勤務職員

等が同条第二号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該再任用短時間勤務

職員等の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

以下同じ。）が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同

－5－



号に規定する配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子が一歳

に達する日後である場合は、当該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日と

された日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのい

ずれかの日））以前の日である場合

三 条例第二条の四に規定する場合に該当する場合であって、当該請求をする日が

当該請求に係る子が一歳六か月に達する日以前の日である場合

四 条例第三条第七号に掲げる事情に該当して当該承認を請求する場合

第二条第二項を削り、同条第三項中「及び育児休業等計画書」を削り、同項を同条

第二項とする。

第三条を次のように改める。

（育児休業の期間の延長の請求手続）

第三条 法第三条第一項の規定による育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認

請求書により、当該育児休業の期間の末日とされている日の翌日の一月（第一号か

ら第三号までに掲げる場合（第四号に該当する場合を除く。）にあっては二週間、

第四号に掲げる場合にあっては当該日）前までに行うものとする。

一 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内にしている

育児休業（当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることと

なるものに限る。）の期間の延長を請求する場合

二 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当してしている育児休業の期間の延長

を請求する場合

三 条例第二条の四に規定する場合に該当してしている育児休業の期間の延長を請

求する場合

四 条例第三条第七号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期

間の延長を請求する場合
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２ 前条第二項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

第四条第二項中「第三号様式」を「第二号様式」に改める。

第五条第一項中「第四号様式」を「第三号様式」に改め、同条第二項中「育児休業

等計画書」を「育児短時間勤務計画書（第四号様式）」に改め、同条第三項中「第二

条第三項」を「第二条第二項」に改める。

第一号様式中

「

□育児休業の承認 □育児休業の期間の延長

（非常勤職員若しくは再任用短時間勤務職員の１歳６か月までの子の育児

休業又は非常勤職員若しくは再任用短時間勤務職員の２歳までの子の育児

休業が必要な事情を記入）
を

□再度の育児休業の承認 □再度の育児休業の期間の延長

（再度の育児休業又は再度の育児休業の期間の延長が必要な事情を記入）

」

「

□ 育児休業の承認（ の承認を除く。）

□ 同一の子に係る３回目以後の育児休業の承認（既に２回の育児休業

（地方公務員の育児休業等に関する法律第２条第１項各号に掲げる育

児休業を除く。）を取得した場合のものに限る。）

□ 育児休業の期間の最初の延長

□ 育児休業の期間の再度の延長 に、

（ の承認若しくは の延長が必要な事情又は の承認のうち再任用短時

間勤務職員等の１歳６か月までの子の育児休業の承認若しくは２歳までの

子の育児休業の承認が必要な事情を記入）
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」

「

４ 既に育児 年 月 日から 年 月 日まで

を休業をした

期間 年 月 日から 年 月 日まで

」

「

年 月 日から 年 月 日まで

４ 既に育児 年 月 日から 年 月 日まで

に改休業をした

期間 年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

」

め、同様式の注の１中「非常勤職員又は再任用短時間勤務職員（以下「非常勤職員等

」という。）」を「再任用短時間勤務職員等」に改め、「再度の」を削り、同注の３

中「非常勤職員等」を「再任用短時間勤務職員等」に改め、「再度のを削り」、同注

の４中「非常勤職員等」を「再任用短時間勤務職員等」に改め、同注の５中「（当該

請求に係る子の出生の日から５７日間に、職員（当該期間内に産後休暇により勤務し

なかった職員を除く。）が当該請求に係る子について最初の育児休業をする場合を除

く。）」を削る。

第二号様式を削り、第三号様式を第二号様式とし、第四号様式を第三号様式とし、

同様式の次に次の一様式を加える。
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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学校職員の育児休業等に関する規則 新旧対照表（本則） 

 

下線部分は改正部分 

改 正 後 改 正 前 
  

（趣旨） 

第一条 この規則は、青森県教育委員会の所管に

属する県立学校の職員（非常勤職員（地方公務

員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第二

十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職

を占める職員（以下「再任用短時間勤務職員等」

という。）を除く。以下同じ。）を除く。）（以下

「県立学校職員」という。）並びに市町村立学

校職員給与負担法（昭和二十三年法律第百三十

五号）第一条及び第二条に規定する職員（非常

勤職員を除く。）（以下「市町村立学校職員」と

いう。）の地方公務員の育児休業等に関する法

律（平成三年法律第百十号。以下「法」という。）

第二条第二項の規定による育児休業の承認の

請求等に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（育児休業の承認の請求手続） 

第二条 法第二条第二項の規定による育児休業

の承認の請求は、育児休業承認請求書（第一号

様式）により、育児休業を始めようとする日の

一月（第一号から第三号までに掲げる場合（第

四号に該当する場合を除く。）にあっては二週

間、第四号に掲げる場合にあっては当該日）前

までに行うものとする。 

 

 

 

一 当該請求に係る子の出生の日から職員の

育児休業等に関する条例（平成四年三月青森

県条例第五号。以下「条例」という。）第三

条の二に規定する期間内に育児休業をしよ

うとする場合 

二 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該

当する場合であって、当該請求をする日が当

該請求に係る子が一歳に達する日（当該請求

をする再任用短時間勤務職員等が同条第二

（趣旨） 

第一条 この規則は、青森県教育委員会の所管に

属する県立学校の職員（以下「県立学校職員」

という。）並びに市町村立学校職員給与負担法

（昭和二十三年法律第百三十五号）第一条及び

第二条に規定する職員（以下「市町村立学校職

員」という。）の地方公務員の育児休業等に関

する法律（平成三年法律第百十号。以下「法」

という。）第二条第二項の規定による育児休業

の承認の請求等に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

（育児休業の承認の請求手続） 

第二条 法第二条第二項の規定による育児休業

の承認の請求は、育児休業承認請求書（第一号

様式）により、育児休業を始めようとする日の

一月（職員の育児休業等に関する条例（平成四

年三月青森県条例第五号。以下「条例」という。）

第二条の三第三号に掲げる場合又は同条例第

二条の四に規定する場合にあっては二週間、条

例第三条第八号に掲げる事情に該当して当該

承認を受けようとする場合にあっては当該日）

前までに行うものとする。 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 
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号に掲げる場合に該当してする育児休業又

は当該再任用短時間勤務職員等の配偶者（届

出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。以下同じ。）が同号に掲げ

る場合若しくはこれに相当する場合に該当

してする同号に規定する配偶者育児休業の

期間の末日とされた日が当該請求に係る子

が一歳に達する日後である場合は、当該末日

とされた日（当該育児休業の期間の末日とさ

れた日と当該配偶者育児休業の期間の末日

とされた日が異なるときは、そのいずれかの

日））以前の日である場合 

三 条例第二条の四に規定する場合に該当す

る場合であって、当該請求をする日が当該請

求に係る子が一歳六か月に達する日以前の

日である場合 

四 条例第三条第七号に掲げる事情に該当し

て当該承認を請求する場合 

（削除） 
 
 
 
２ 育児休業承認請求書は、校長（市町村立学校

職員にあっては、校長及び市町村の教育委員

会）を経て、青森県教育委員会に提出するもの

とする。 

 
（育児休業の期間の延長の請求手続） 

第三条 法第三条第一項の規定による育児休業

の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書に

より、当該育児休業の期間の末日とされている

日の翌日の一月（第一号から第三号までに掲げ

る場合（第四号に該当する場合を除く。）にあ

っては二週間、第四号に掲げる場合にあっては

当該日）前までに行うものとする。 

一 当該請求に係る子の出生の日から条例第

三条の二に規定する期間内にしている育児

休業（当該期間内に延長後の育児休業の期間

の末日とされる日があることとなるものに

限る。）の期間の延長を請求する場合 

二 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該

当してしている育児休業の期間の延長を請

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

２ 前項の請求の際条例第三条第五号の規定に

よる申出をする場合には、育児休業等計画書（

第二号様式）を育児休業承認請求書に添えるも

のとする。 
３ 育児休業承認請求書及び育児休業等計画書

は、校長（市町村立学校職員にあっては、校長

及び市町村の教育委員会）を経て、青森県教育

委員会に提出するものとする。 
 

（育児休業の期間の延長の請求手続） 

第三条 前条の規定は、法第三条第一項の規定に

よる育児休業の期間の延長の請求について準

用する。 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 
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求する場合 

三 条例第二条の四に規定する場合に該当し

てしている育児休業の期間の延長を請求す

る場合 

四 条例第三条第七号に規定する職員が任期

を更新されることに伴い育児休業の期間の

延長を請求する場合 

２ 前条第二項の規定は、育児休業の期間の延長

の請求について準用する。 

 

（育児休業に係る子が死亡した場合等の届出） 

第四条 （略） 

一～三 （略） 

２ 前項の届出は、養育状況変更届（第二号様式）

により行うものとする。 

３ （略） 

 

（育児短時間勤務の承認の請求手続） 

第五条 法第十条第二項の規定による育児短時

間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請

求書（第三号様式）により、育児短時間勤務を

始めようとする日の一月前までに行うものと

する。 

２ 前項の請求の際条例第十一条第六号の規定

による申出をする場合には、育児短時間勤務計

画書（第四号様式）を育児短時間勤務承認請求

書に添えるものとする。 

３ 第二条第二項の規定は、育児短時間勤務につ

いて準用する。この場合において、「育児休業

承認請求書」とあるのは「育児短時間勤務承認

請求書」と読み替えるものとする。 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（育児休業に係る子が死亡した場合等の届出） 

第四条 （略） 

一～三 （略） 

２ 前項の届出は、養育状況変更届（第三号様式）

により行うものとする。 

３ （略） 

 

（育児短時間勤務の承認の請求手続） 

第五条 法第十条第二項の規定による育児短時

間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請

求書（第四号様式）により、育児短時間勤務を

始めようとする日の一月前までに行うものと

する。 

２ 前項の請求の際条例第十一条第六号の規定

による申出をする場合には、育児休業等計画書

を育児短時間勤務承認請求書に添えるものと

する。 

３ 第二条第三項の規定は、育児短時間勤務につ

いて準用する。この場合において、「育児休業

承認請求書」とあるのは「育児短時間勤務承認

請求書」と読み替えるものとする。 
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（削除）

学校職員の育児休業等に関する規則　新旧対照表（様式）

改　正　後 改　正　前
下線部分は改正部分　

第２号様式（第４条関係） 

(注)１ 「請求期間」欄には、育児休業承認請求書又は育児短時間勤務承認請求書に記載した請求期間 

を記入すること。 

  ２ 子の出生前に提出する場合は、「２  請求に係る子」欄の記入は、出生後、速やかに行うこと。 

  ３ 変更の届出の場合は、変更する箇所のみ記入すること。 

  ４ 該当する□にはレ印を記入すること。 

  ５ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長とする。 

 

第２号様式（第２条関係） 

 育 児 休 業 等 計 画 書 

 

                                年  月  日 

  青森県教育委員会    殿   

                       所属名 

                       職氏名 

 

 再度の育児休業（育児短時間勤務）の承認を請求する予定ですので、育児休業等の計画について下

記のとおり提出します。 

なお、記載事項に変更が生じた場合は遅滞なく届け出ます。 

１ 請 求 の 別 □育児休業     □育児短時間勤務 

２ 請 求 に 係 る 子 

氏         名  生年月日     年  月  日生 

３ 請 求 者 の 計 画 

  請 求 期 間      年  月  日から   年  月  日まで 

  再度の請求予定期間       年  月  日から   年  月  日まで 

４ 備         考  

 

第３号様式（第４条関係） 

第１号様式（第２条関係） 

育 児 休 業 承 認 請 求 書 

年  月  日 

  青森県教育委員会    殿 

 

所属名            

職氏名            

 

下記のとおり育児休業の承認（育児休業の期間の延長）を請求します。 

１ 請求に係る子 

氏    名  

 
続 柄 等  

 生 年 月 日 年  月  日生 

２ 請求の内容 

 □育児休業の承認         □育児休業の期間の延長 

（非常勤職員若しくは再任用短時間勤務職員の１歳６か月までの子の育児休業又は非常勤職員

若しくは再任用短時間勤務職員の２歳までの子の育児休業が必要な事情を記入） 

 □再度の育児休業の承認     □再度の育児休業の期間の延長 

（再度の育児休業又は再度の育児休業の期間の延長が必要な事情を記入）

３ 請求期間 年  月  日から      年  月  日まで 

４ 既に育児休業を
した期間 

年  月  日から      年  月  日まで 

年  月  日から      年  月  日まで 

５ 配   偶   者 
氏     名  

育児休業の期間 年  月  日から      年  月  日まで 

６ 備   考   

(注)１ この請求書には、請求（非常勤職員又は再任用短時間勤務職員（以下「非常勤職員等」という。）の
任期の更新又は任期満了後に引き続く採用に伴う再度の育児休業及び育児休業の期間の延長に係るも
のを除く。）に係る子の氏名、請求者との続柄等及び生年月日を証明する書類（医師又は助産師が発行
する出生（産）証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する出生届受理証明書等）を
添付すること（写しでも可）。 

２ 子の出生前に請求する場合は、「３ 請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、「１ 請求に係る
子」欄の記入及び証明書類の添付は、出生後、速やかに行うこと。 

３ 非常勤職員等が任期の更新又は任期満了後に引き続く採用に伴う再度の育児休業をしようとする場
合は、請求期間欄及び既に育児休業をした期間欄に記入すれば足りる。 

４ 配偶者欄には、非常勤職員等が１歳２か月までの子の育児休業、１歳６か月までの子の育児休業又
は２歳までの子の育児休業をしようとする場合に記入すること。 

５ 「６ 備考」欄には、請求に係る子以外に３歳に満たない子を養育する場合（当該請求に係る子の出
生の日から５７日間に、職員（当該期間内に産後休暇により勤務しなかった職員を除く。）が当該請求
に係る子について最初の育児休業をする場合を除く。）においてはその氏名、請求者との続柄等及び生
年月日について、請求に係る子が養子の場合においては養子縁組の効力が生じた日について、請求に
係る子以外の子について現に育児休業の承認を受けている場合においてはその旨並びに当該承認に係
る子の氏名及び当該承認の請求に係る期間等について記入すること。 

６ 該当する□には、レ印を記入すること。 
７ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長とする。 

 

第１号様式（第２条関係） 

育 児 休 業 承 認 請 求 書 

年  月  日 

  青森県教育委員会    殿 

 

所属名            

職氏名            

 

下記のとおり育児休業の承認（育児休業の期間の延長）を請求します。 

１ 請求に係る子 

氏    名  

 
続 柄 等  

 生 年 月 日 年  月  日生 

２ 請求の内容 

 □ 育児休業の承認（ の承認を除く。） 

 □ 同一の子に係る３回目以後の育児休業の承認（既に２回の育児休業

（地方公務員法の育児休業等に関する法律第２条第１項各号に掲げ

る育児休業を除く。）を取得した場合のものに限る。） 

 □ 育児休業の期間の最初の延長 

 □ 育児休業の期間の再度の延長 

（ の承認若しくは の延長が必要な事情又は の承認のうち再任用短時間勤務

職員等の１歳６か月までの子の育児休業の承認若しくは２歳までの子の育児休業

の承認が必要な事情を記入） 

 

 

３ 請求期間 年  月  日から      年  月  日まで 

４ 既に育児休業を
した期間 

年  月  日から      年  月  日まで 

年  月  日から      年  月  日まで 

年  月  日から      年  月  日まで 

年  月  日から      年  月  日まで 

５ 配   偶   者 
氏     名  

育児休業の期間 年  月  日から      年  月  日まで 

６ 備   考   

 (注)１ この請求書には、請求（再任用短時間勤務職員等の任期の更新又は任期満了後に引き続く採用に伴う
育児休業及び育児休業の期間の延長に係るものを除く。）に係る子の氏名、請求者との続柄等及び生年
月日を証明する書類（医師又は助産師が発行する出生（産）証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、
官公署が発行する出生届受理証明書等）を添付すること（写しでも可）。 

２ 子の出生前に請求する場合は、「３ 請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、「１ 請求に係る
子」欄の記入及び証明書類の添付は、出生後、速やかに行うこと。 

３ 再任用短時間勤務職員等が任期の更新又は任期満了後に引き続く採用に伴う育児休業をしようとす
る場合は、請求期間欄及び既に育児休業をした期間欄に記入すれば足りる。 

４ 配偶者欄には、再任用短時間勤務職員等が１歳２か月までの子の育児休業、１歳６か月までの子の
育児休業又は２歳までの子の育児休業をしようとする場合に記入すること。 

５ 「６ 備考」欄には、請求に係る子以外に３歳に満たない子を養育する場合においてはその氏名、請
求者との続柄等及び生年月日について、請求に係る子が養子の場合においては養子縁組の効力が生じ
た日について、請求に係る子以外の子について現に育児休業の承認を受けている場合においてはその
旨並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承認の請求に係る期間等について記入すること。 

６ 該当する□には、レ印を記入すること。 
７ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長とする。 
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養 育 状 況 変 更 届 

 

                                年  月  日 

 

  青森県教育委員会    殿   

 

                       所属名 

                       職氏名 

 

 

      育 児 休 業 

次のとおり 育児短時間勤務 に係る子の養育の状況について変更が生じたので届け出ます。 

部 分 休 業 

 

 

１ 届出の事由 

 

□ 育児休業等に係る子を養育しなくなった 

□ 同居しなくなった □ 負傷・疾病 □ 託児できるようになった  

□ その他（      ） 

□ 育児休業等に係る子が死亡した 

□ 育児休業等に係る子との養子縁組を解消した 

□ 育児休業等に係る子との養子縁組が取り消された 

□ 育児休業等に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した 

□ 育児休業等に係る子についての民法第８１７条の２第１項の規定による請求に係る家事審判

事件が終了した 

□ 育児休業等に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法第２７条第１項第３号の規定

による措置が解除された 

□ その他（                             ） 

 

 

 

 

２ 届出の事由が発生した日 

年  月  日 

 

 

  

（注）１ 該当する□にはレ印を記入すること。 

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長とする。 

第３号様式（第５条関係） 

育 児 短 時 間 勤 務 承 認 請 求 書 

年  月  日 

  青森県教育委員会    殿 

 

所属名 

職氏名 

 

下記のとおり育児短時間勤務の承認（育児短時間勤務の期間の延長）を請求します。 

１ 請求に係る子 

氏   名  

続 柄 等  

生 年 月 日 年  月  日生 

２ 請求の内容 

□育児短時間勤務の承認   □育児短時間勤務の期間の延長 

□再度の育児短時間勤務の承認   

（再度の育児短時間勤務が必要な事情を記入） 

 
３ 請求期間  年  月  日から      年  月  日まで 

４ 勤務の形態 

週  時間  分勤務 
 

 (法第１０条第１項 □第１号 □第２号 □第３号  の勤務の形態) 

□第４号 □第５号  

 
勤務の日及び 
時間帯 

月（  ：  ～  ：  ） 火（  ：  ～  ：  ） 
水（  ：  ～  ：  ） 木（  ：  ～  ：  ） 
金（  ：  ～  ：  ）  

５ 既に育児短時
間勤務をした期間 

 年  月  日から      年  月  日まで 

 年  月  日から      年  月  日まで 

６ 備 考   

(注)１ この請求書には、請求（育児短時間勤務の期間の延長に係るものを除く。）に係る子の氏名、
請求者との続柄等及び生年月日を証明する書類（医師又は助産師が発行する出生（産）証明書、
母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する出生届受理証明書等）を添付すること 

（写しでも可）。 
    ２ 子の出生前に請求する場合は、「３ 請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、「１ 請

求に係る子」欄の記入及び証明書類の添付は、出生後、速やかに行うこと。 
３ 「勤務の日及び時間帯」欄に掲げられていない日に勤務を希望する場合等当該欄により難

い場合には、「６  備考」欄に必要な事項を記入すること。 
４ 「６  備考」欄には、請求に係る子以外に小学校就学前の子を養育する場合においてはそ

の氏名、請求者との続柄等及び生年月日について、請求に係る子が養子の場合においては養
子縁組の効力が生じた日について、請求に係る子以外の子について現に育児短時間勤務の承
認を受けている場合においてはその旨並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承認の請求に
係る期間等について記入すること。 

    ５ 該当する□にはレ印を記入すること。 
６ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長とする。 

 

第４号様式（第５条関係） 

育 児 短 時 間 勤 務 承 認 請 求 書 

年  月  日 

  青森県教育委員会    殿 

 

所属名 

職氏名 

 

下記のとおり育児短時間勤務の承認（育児短時間勤務の期間の延長）を請求します。 

１ 請求に係る子 

氏   名  

続 柄 等  

生 年 月 日 年  月  日生 

２ 請求の内容 

□育児短時間勤務の承認   □育児短時間勤務の期間の延長 

□再度の育児短時間勤務の承認   

（再度の育児短時間勤務が必要な事情を記入） 

 
３ 請求期間  年  月  日から      年  月  日まで 

４ 勤務の形態 

週  時間  分勤務 
 

 (法第１０条第１項 □第１号 □第２号 □第３号  の勤務の形態) 

□第４号 □第５号  

 
勤務の日及び 
時間帯 

月（  ：  ～  ：  ） 火（  ：  ～  ：  ） 
水（  ：  ～  ：  ） 木（  ：  ～  ：  ） 
金（  ：  ～  ：  ）  

５ 既に育児短時
間勤務をした期間 

 年  月  日から      年  月  日まで 

 年  月  日から      年  月  日まで 

６ 備 考   

(注)１ この請求書には、請求（育児短時間勤務の期間の延長に係るものを除く。）に係る子の氏名、
請求者との続柄等及び生年月日を証明する書類（医師又は助産師が発行する出生（産）証明書、
母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する出生届受理証明書等）を添付すること 

（写しでも可）。 
    ２ 子の出生前に請求する場合は、「３ 請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、「１ 請

求に係る子」欄の記入及び証明書類の添付は、出生後、速やかに行うこと。 
３ 「勤務の日及び時間帯」欄に掲げられていない日に勤務を希望する場合等当該欄により難

い場合には、「６  備考」欄に必要な事項を記入すること。 
４ 「６  備考」欄には、請求に係る子以外に小学校就学前の子を養育する場合においてはそ

の氏名、請求者との続柄等及び生年月日について、請求に係る子が養子の場合においては養
子縁組の効力が生じた日について、請求に係る子以外の子について現に育児短時間勤務の承
認を受けている場合においてはその旨並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承認の請求に
係る期間等について記入すること。 

    ５ 該当する□にはレ印を記入すること。 
６ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長とする。 

 

養 育 状 況 変 更 届 

 

                                年  月  日 

 

  青森県教育委員会    殿   

 

                       所属名 

                       職氏名 

 

 

      育 児 休 業 

次のとおり 育児短時間勤務 に係る子の養育の状況について変更が生じたので届け出ます。 

部 分 休 業 

 

 

１ 届出の事由 

 

□ 育児休業等に係る子を養育しなくなった 

□ 同居しなくなった □ 負傷・疾病 □ 託児できるようになった  

□ その他（      ） 

□ 育児休業等に係る子が死亡した 

□ 育児休業等に係る子との養子縁組を解消した 

□ 育児休業等に係る子との養子縁組が取り消された 

□ 育児休業等に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した 

□ 育児休業等に係る子についての民法第８１７条の２第１項の規定による請求に係る家事審判

事件が終了した 

□ 育児休業等に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法第２７条第１項第３号の規定

による措置が解除された 

□ その他（                             ） 

 

 

 

 

２ 届出の事由が発生した日 

年  月  日 

 

 

  

（注）１ 該当する□にはレ印を記入すること。 

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長とする。 
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（新設）

(注)１ 「請求期間」欄には、育児短時間勤務承認請求書に記載した請求期間を記入すること。 

  ２ 子の出生前に提出する場合は、「１  請求に係る子」欄の記入は、出生後、速やかに行うこと。 

  ３ 変更の届出の場合は、変更する箇所のみ記入すること。 

  ４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長とする。 

 

第４号様式（第５条関係） 

育児短時間勤務計画書 

 

                                年  月  日 

  青森県教育委員会    殿   

                       所属名 

                       職氏名 

 

 再度の育児短時間勤務の承認を請求する予定ですので、育児短時間勤務の計画について下記のとお

り提出します。 

なお、記載事項に変更が生じた場合は遅滞なく届け出ます。 

１ 請 求 に 係 る 子 

氏        名  生年月日     年  月  日生 

２ 請 求 者 の 計 画 

  請 求 期 間      年  月  日から   年  月  日まで 

 再度の請求予定期間      年  月  日から   年  月  日まで 

３ 備        考  
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議案第４号 

 

青森県教育職員免許状に関する規則の一部を改正する等の 

規則案について 

 

１ 提案理由 

教員免許更新制が廃止されたことにより、同制度に係る事務を廃止する

ことに伴う所要の整理を行うため提案するものである。 

 

２ 概要 

第２０８回国会において、「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一

部を改正する法律」が成立、令和４年５月１８日に公布された。そのうち、

教員免許更新制に係る規定については、同年７月１日から施行され、教員

免許更新制が廃止された。 

そのため、同制度に係る事務の廃止に伴い、以下の規則について所要の

整理を行うものである。 

（１）青森県教育職員免許状に関する規則の一部改正 

（２）青森県教育職員免許状更新講習の受講に関する規則の廃止 

 

３ 規則案及び新旧対照表 

別紙のとおり 

 

４ 施行期日 

公布の日から施行する。 
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青森県教育職員免許状に関する規則の一部を改正する等の規則案

青森県教育職員免許状に関する規則の一部を改正する等の規則を次のように定め

る。

青森県教育職員免許状に関する規則の一部を改正する等の規則

（青森県教育職員免許状に関する規則の一部改正）

第一条 青森県教育職員免許状に関する規則（昭和四十三年八月青森県教育委員会規

則第十三号）の一部を次のように改正する。

「第五章 有効期間の更新等の申請（第二十一条～第二十五条）

目次中 を「第

第六章 雑則（第二十六条～第三十条） 」

五章 雑則（第二十一条～第二十五条 」に改める。）

第一条中「授与、有効期間の更新等」を「授与等」に改める。

第二条の表中

「

平成十九年改正法
教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を

改正する法律（平成十九年法律第九十八号）

免許法施行規則 を
教育職員免許法施行規則（昭和二十九年文部省

令第二十六号）

教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令 平成二十年改正免許法施

（平成二十年文部科学省令第九号） 行規則

」

「

免許法施行規則 に
教育職員免許法施行規則（昭和二十九年文部省

令第二十六号）

」

改める。
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第三条第一項中「第十六条の二第一項若しくは第二項」を「第十六条第一項」に

改め、同項第四号中「第二若しくは第二の二又は同法第五条第二項」を「第二又は

第二の二」に改め、同項第五号中「第十六条の二第一項又は第二項」を「第十六条

第一項」に改め、同条第三項を削る。

第五条中 又は第六条第四項 を削り 第十一号 を 第十号 に改め 第十一「 」 、「 」 「 」 、

号を削る。

第六条中「から第六号まで」を「及び第五号」に改め、第六号を削る。

第七条中「第五条第三項」を「第五条第二項」に改め、同条第四号中「第二十三

号様式」を「第十五号様式」に改め、同条第五号中「第二十四号様式」を「第十六

号様式」に改め、同条第六号中「第二十五号様式」を「第十七号様式」に改める。

第八条第一項中「第五条第六項」を「第五条第五項」に改める。

第十条第一項中「から第四号まで」を「及び第三号」に改め、第四号を削り、同

条第二項中「第十号」を「第九号」に改め、第十号を削る。

第十九条及び第二十条中「、第三項及び第四項」を「及び第三項」に改める。

第五章を削る。

第二十六条第一項中 第十七号様式 を 第十号様式 に改め 同条第二項中 第「 」 「 」 、 「

十八号様式」を「第十一号様式」に改め、第六章中同条を第二十一条とする。

第二十七条を削る。

第二十八条中「第二十号様式」を「第十二号様式」に改め、同条を第二十二条と

する。

第二十九条第一項中 第十四項 を 第十八項 に 第二十一号様式 を 第十「 」 「 」 、「 」 「

三号様式」に改め、同条第二項中「第二十二号様式」を「第十四号様式」に改め、

同条を第二十三条とする。

第三十条中 第六十五条の十一 を 第六十五条の九 に 第二十六号様式 を「 」 「 」 、「 」

「第十八号様式」に改め、同条を第二十四条とする。

第三十一条を第二十五条とする。

第六章を第五章とする。

第十号様式から第十六号様式までを削る。

第十七号様式中「 第２６条関係 」を「 第２１条関係 」に改め、同様式を第十（ ） （ ）

号様式とする。

第十八号様式中「 第２６条関係 」を「 第２１条関係 」に改め、同様式を第十（ ） （ ）

一号様式とする。
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第十九号様式を削る。

第二十号様式中「 第２８条関係 」を「 第２２条関係 」に改め、同様式を第十（ ） （ ）

二号様式とする。

第二十一号様式中「 第２９条関係 」を「 第２３条関係 」に改め、同様式を第（ ） （ ）

十三号様式とする。

第二十二号様式中「 第２９条関係 」を「 第２３条関係 」に改め、同様式を第（ ） （ ）

、 。十四号様式とし 第二十三号様式から第二十五号様式までを八様式ずつ繰り上げる

第二十六号様式中「 第３０条関係 」を「 第２４条関係 」に改め、同様式を第（ ） （ ）

十八号様式とする。

（青森県教育職員免許状更新講習の受講に関する規則の廃止）

第二条 青森県教育職員免許状更新講習の受講に関する規則（平成二十一年三月青森

県教育委員会規則第四号）は、廃止する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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青

森

県

教

育

職

員

免

許

状

に

関

す

る

規

則

新

旧

対

照

表

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

（
削
除
）

第
五
章

有
効
期
間
の
更
新
等
の
申
請
（
第
二
十
一
条
～
第
二
十
五
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
二
十
一
条
～
第
二
十
五
条
）

第
六
章

雑
則
（
第
二
十
六
条
～
第
三
十
条
）

附
則

附
則

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

、

（

「

」

。）

、

（

「

」

。
）

第
一
条

こ
の
規
則
は

青
森
県
教
育
委
員
会

以
下

教
育
委
員
会

と
い
う

第
一
条

こ
の
規
則
は

青
森
県
教
育
委
員
会

以
下

教
育
委
員
会

と
い
う

が
行
う
教
育
職
員
の
免
許
状

以
下

免
許
状

と
い
う

の
授
与
等
に
関
し

が
行
う
教
育
職
員
の
免
許
状
（
以
下
「
免
許
状
」
と
い
う

）
の
授
与
、
有
効
期

（

「

」

。
）

、

。

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

間
の
更
新
等
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
関
係
法
令
の
略
称
）

（
関
係
法
令
の
略
称
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

法

令

の

名

称

略

称

法

令

の

名

称

略

称

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四

免

許

法

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四

免

許

法

十
七
号
）

十
七
号
）

教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭

改

正

法

教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭

改

正

法

和
二
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）

和
二
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）

教
育
職
員
免
許
法
施
行
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

施

行

法

教
育
職
員
免
許
法
施
行
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

施

行

法

第
百
四
十
八
号
）

第
百
四
十
八
号
）

（
削
除
）

教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一

平
成
十
九
年
改
正

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十

法

八
号
）

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文

免
許
法
施
行
規
則

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文

免
許
法
施
行
規
則

部
省
令
第
二
十
六
号
）

部
省
令
第
二
十
六
号
）
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改

正

後

現

行

（
削
除
）

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

平
成
二
十
年
改
正

省
令
（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
令
第
九
号
）

免
許
法
施
行
規
則

教
育
職
員
免
許
法
施
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

施
行
法
施
行
規
則

教
育
職
員
免
許
法
施
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

施
行
法
施
行
規
則

九
年
文
部
省
令
第
二
十
七
号
）

九
年
文
部
省
令
第
二
十
七
号
）

第
二
章

免
許
状
授
与
等
の
申
請

第
二
章

免
許
状
授
与
等
の
申
請

（
普
通
免
許
状
授
与
の
申
請
）

（
普
通
免
許
状
授
与
の
申
請
）

第
三
条

免
許
法
別
表
第
一
、
第
二
若
し
く
は
第
二
の
二
、
同
法
第
五
条
第
一
項
、

第
三
条

免
許
法
別
表
第
一
、
第
二
若
し
く
は
第
二
の
二
、
同
法
第
五
条
第
一
項
、

第
十
六
条
第
一
項
又
は
免
許
法
附
則
第
八
項
若
し
く
は
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

第
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
免
許
法
附
則
第
八
項
若
し
く
は
第

普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
教
育
職
員
免
許
状
授
与
申
請
書

十
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
教
育

(

第
一
号
様
式)

に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
教
育
委
員
会
に
提
出
し

職
員
免
許
状
授
与
申
請
書(

第
一
号
様
式)

に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

免
許
法
別
表
第
一
、
第
二
又
は
第
二
の
二
に
よ
る
場
合
は
、
基
礎
資
格
の
証

四

免
許
法
別
表
第
一
、
第
二
若
し
く
は
第
二
の
二
又
は
同
法
第
五
条
第
二
項
に

明
書
又
は
学
力
に
関
す
る
証
明
書

よ
る
場
合
は
、
基
礎
資
格
の
証
明
書
又
は
学
力
に
関
す
る
証
明
書

五

免
許
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
は
、
教
員
資
格
認
定
試
験
の

五

免
許
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
は
、
教
員

合
格
証
明
書

資
格
認
定
試
験
の
合
格
証
明
書

六
～
八

（
略
）

六
～
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
削
除
）

３

第
一
項
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
免
許
法
第
五
条
第
二
項
若
し
く
は
第
十
六
条

の
二
第
二
項
又
は
免
許
法
附
則
第
八
項
の
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
十
一
項
の
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
る
場
合
は
、
免
許
状
更
新
講
習
修
了
証
明
書
又
は
免
許
状
更
新

講
習
履
修
証
明
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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改

正

後

現

行

（
検
定
に
よ
る
普
通
免
許
状
授
与
の
申
請
）

（
検
定
に
よ
る
普
通
免
許
状
授
与
の
申
請
）

第
五
条

免
許
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
職
員
検
定
に
よ
り
普
通
免
許
状

第
五
条

免
許
法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
教
育
職
員
検
定

の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
、
免
許
法
別
表
第
三
か
ら
第
八
ま
で
又
は
免
許

に
よ
り
普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
、
免
許
法
別
表
第
三
か
ら

法
附
則
第
五
項
、
第
九
項
若
し
く
は
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
は
、
教
育
職

第
八
ま
で
又
は
免
許
法
附
則
第
五
項
、
第
九
項
若
し
く
は
第
十
七
項
の
規
定
に
よ

員
免
許
状
授
与
申
請
書
に
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る

る
も
の
は
、
教
育
職
員
免
許
状
授
与
申
請
書
に
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第

書
類
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な

三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
教
育

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
は
、
必

委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で

要
あ
る
者
に
限
る
。

に
掲
げ
る
書
類
は
、
必
要
あ
る
者
に
限
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

（
削
除
）

十
一

免
許
状
更
新
講
習
修
了
証
明
書
又
は
免
許
状
更
新
講
習
履
修
証
明
書

第
六
条

免
許
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
職
員
検
定
に
よ
り
普
通
免
許
状

第
六
条

免
許
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
職
員
検
定
に
よ
り
普
通
免
許
状

の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
、
施
行
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
も
の
は
、
教

の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
、
施
行
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
も
の
は
、
教

育
職
員
免
許
状
授
与
申
請
書
に
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

育
職
員
免
許
状
授
与
申
請
書
に
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
書
類
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
教
育
委
員
会
に
提
出

げ
る
書
類
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
教
育
委
員
会
に
提
出

。

、

、

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
必

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

た
だ
し

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
は

要
あ
る
者
に
限
る
。

必
要
あ
る
者
に
限
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
削
除
）

六

免
許
状
更
新
講
習
修
了
証
明
書
又
は
免
許
状
更
新
講
習
履
修
証
明
書

（
特
別
免
許
状
授
与
の
申
請
）

（
特
別
免
許
状
授
与
の
申
請
）

第
七
条

免
許
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う

第
七
条

免
許
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
教
育
職
員
免
許
状
授
与
申
請
書
に
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら

と
す
る
者
は
、
教
育
職
員
免
許
状
授
与
申
請
書
に
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
教

第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
教

育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

教
育
職
員
に
任
命
又
は
雇
用
し
よ
う
と
す
る
者
の
推
薦
書(

第
十
五
号
様
式)

四

教
育
職
員
に
任
命
又
は
雇
用
し
よ
う
と
す
る
者
の
推
薦
書(

第
二
十
三
号
様

式)

五

社
会
的
信
望
が
あ
り
、
か
つ
、
教
員
の
職
務
を
行
う
の
に
必
要
な
熱
意
と
識

五

社
会
的
信
望
が
あ
り
、
か
つ
、
教
員
の
職
務
を
行
う
の
に
必
要
な
熱
意
と
識

見
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
推
薦
書(

第
十
六
号
様
式)
見
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
推
薦
書(

第
二
十
四
号
様
式)

六

申
請
理
由
書(

第
十
七
号
様
式)

六

申
請
理
由
書(

第
二
十
五
号
様
式)
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改

正

後

現

行

（
検
定
に
よ
る
臨
時
免
許
状
授
与
の
申
請
）

（
検
定
に
よ
る
臨
時
免
許
状
授
与
の
申
請
）

第
八
条

免
許
法
第
五
条
第
五
項
又
は
施
行
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
臨
時
免
許
状

第
八
条

免
許
法
第
五
条
第
六
項
又
は
施
行
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
臨
時
免
許
状

の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
教
育
職
員
免
許
状
授
与
申
請
書
に
、
第
三
条

の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
教
育
職
員
免
許
状
授
与
申
請
書
に
、
第
三
条

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

書
類
を
添
え
て
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
号

書
類
を
添
え
て
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
号

か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
は
、
必
要
あ
る
者
に
限
る
。

か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
は
、
必
要
あ
る
者
に
限
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
特
別
支
援
学
校
自
立
教
科
の
免
許
状
授
与
の
申
請
）

（
特
別
支
援
学
校
自
立
教
科
の
免
許
状
授
与
の
申
請
）

第
十
条

免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
四
条
第
一
項
の
表
の
規
定
に
よ
り
特
別
支
援
学

第
十
条

免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
四
条
第
一
項
の
表
の
規
定
に
よ
り
特
別
支
援
学

校
自
立
教
科
教
諭
の
普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
教
育
職
員

校
自
立
教
科
教
諭
の
普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
教
育
職
員

免
許
状
授
与
申
請
書
に
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書

免
許
状
授
与
申
請
書
に
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書

類
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け

類
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
必
要
あ
る

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
は
、
必
要

者
に
限
る
。

あ
る
者
に
限
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
削
除
）

四

免
許
状
更
新
講
習
修
了
証
明
書
又
は
免
許
状
更
新
講
習
履
修
証
明
書

２

免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
四
条
第
一
項
又
は
第
六
十
五
条
に
規
定
す
る
教
育
職

２

免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
四
条
第
一
項
又
は
第
六
十
五
条
に
規
定
す
る
教
育
職

員
検
定
に
よ
り
特
別
支
援
学
校
自
立
教
科
教
諭
の
普
通
免
許
状
又
は
助
教
諭
の
臨

員
検
定
に
よ
り
特
別
支
援
学
校
自
立
教
科
教
諭
の
普
通
免
許
状
又
は
助
教
諭
の
臨

、

、

、

、

時
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

教
育
職
員
免
許
状
授
与
申
請
書
に

時
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

教
育
職
員
免
許
状
授
与
申
請
書
に

第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に

第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に

、

。

、

、

。

、

掲
げ
る
書
類
を
添
え
て

教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

た
だ
し

掲
げ
る
書
類
を
添
え
て

教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

た
だ
し

第
三
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
は
、
必
要
あ
る
者
に
限
る
。

第
三
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
は
、
必
要
あ
る
者
に
限
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

（
削
除
）

十

免
許
状
更
新
講
習
修
了
証
明
書
又
は
免
許
状
更
新
講
習
履
修
証
明
書

（
人
物
の
検
定)

（
人
物
の
検
定)

第
十
九
条

免
許
法
第
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
人
物
の
検
定
は
、
受

第
十
九
条

免
許
法
第
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
人
物
の
検

検
者
の
性
格
、
指
導
力
、
研
究
心
、
信
頼
性
、
協
調
性
等
に
つ
い
て
行
う
。

定
は
、
受
検
者
の
性
格
、
指
導
力
、
研
究
心
、
信
頼
性
、
協
調
性
等
に
つ
い
て
行

う
。
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改

正

後

現

行

（
身
体
の
検
定)

（
身
体
の
検
定)

第
二
十
条

免
許
法
第
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
身
体
の
検
定
は
、
受

第
二
十
条

免
許
法
第
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
身
体
の
検

検
者
の
身
長
、
体
重
、
視
力
、
聴
力
、
疾
病
等
に
つ
い
て
行
う
。

定
は
、
受
検
者
の
身
長
、
体
重
、
視
力
、
聴
力
、
疾
病
等
に
つ
い
て
行
う
。

（
削
除
）

第
五
章

有
効
期
間
の
更
新
等
の
申
請

(

有
効
期
間
の
更
新
の
申
請)

（
削
除
）

第
二
十
一
条

免
許
法
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
免
許
状
の
有
効
期
間

の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
有
効
期
間
更
新
申
請
書(

第
十
号
様
式)

に
次

、

。

の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て

教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

た
だ
し
、
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
必
要
あ
る
者
に
限
る
。

一

免
許
状
の
写
し
、
免
許
状
の
授
与
証
明
書
、
有
効
期
間
更
新
証
明
書
又
は
有

効
期
間
延
長
証
明
書

二

免
許
状
更
新
講
習
修
了
証
明
書
又
は
免
許
状
更
新
講
習
履
修
証
明
書

三

戸
籍
抄
本

２

免
許
法
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
免
許
状
更
新
講
習
の
受
講
を
し

な
い
で
免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
免
許
状
更
新
講

習
受
講
免
除
に
よ
る
有
効
期
間
更
新
申
請
書(

第
十
一
号
様
式)

に
前
項
第
一
号
及

び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
青
森
県
教
育
職
員
免
許
状
更
新
講
習
の
受
講

に
関
す
る
規
則(

平
成
二
十
一
年
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
。
以
下
「
更

新
講
習
受
講
規
則
」
と
い
う
。)

第
五
条
に
定
め
る
表
彰
等
を
受
け
た
者
に
あ
つ

て
は
、
そ
の
表
彰
状
の
写
し
等
を
添
え
て
、
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
必
要
あ
る
者
に
限
る
。

(

有
効
期
間
の
延
長
の
申
請)

（
削
除
）

第
二
十
二
条

免
許
法
第
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
免
許
状
の
有
効
期
間

の
延
長
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
有
効
期
間
延
長
申
請
書(

第
十
二
号
様
式)

に

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
必
要
あ
る
者
に
限
る
。

一

免
許
状
の
写
し
、
免
許
状
の
授
与
証
明
書
、
有
効
期
間
更
新
証
明
書
又
は
有

効
期
間
延
長
証
明
書

二

免
許
状
の
有
効
期
間
満
了
日
ま
で
に
免
許
状
更
新
講
習
の
課
程
を
修
了
す
る

こ
と
が
困
難
な
事
由
が
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

三

戸
籍
抄
本
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改

正

後

現

行

(

更
新
講
習
修
了
確
認
の
申
請)

（
削
除
）

第
二
十
三
条

平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
更
新
講

習
修
了
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
更
新
講
習
修
了
確
認
申
請
書(

第
十
三

号
様
式)

に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
必
要
あ
る
者
に
限
る
。

一

免
許
状
の
写
し
、
免
許
状
の
授
与
証
明
書
、
更
新
講
習
修
了
確
認
証
明
書
、

平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
第
三
号
の
確
認
証
明
書
、
修
了
確
認

期
限
延
期
証
明
書
又
は
免
許
状
更
新
講
習
免
除
証
明
書

二

免
許
状
更
新
講
習
修
了
証
明
書
又
は
免
許
状
更
新
講
習
履
修
証
明
書

三

戸
籍
抄
本

２

平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
免
許
状
更

新
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
後
二
年
二
月
の
期
間
内
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
確

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
修
了
確
認
期
限
経
過
後
の
免
許
状
更
新
講
習
修
了

確
認
申
請
書(

第
十
四
号
様
式)

に
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

を
添
え
て
、
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
第
三

号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
必
要
あ
る
者
に
限
る
。

(

修
了
確
認
期
限
の
延
期
の
申
請)

（
削
除
）

第
二
十
四
条

平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
修
了
確

認
期
限
の
延
期
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
修
了
確
認
期
限
延
期
申
請
書(

第
十

五
号
様
式)

に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な

。

、

、

。

け
れ
ば
な
ら
な
い

た
だ
し

第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
は

必
要
あ
る
者
に
限
る

一

免
許
状
の
写
し
、
免
許
状
の
授
与
証
明
書
、
更
新
講
習
修
了
確
認
証
明
書
、

平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
第
三
号
の
確
認
証
明
書
、
修
了
確
認

期
限
延
期
証
明
書
又
は
免
許
状
更
新
講
習
免
除
証
明
書

二

修
了
確
認
期
限
ま
で
に
免
許
状
更
新
講
習
の
課
程
を
修
了
す
る
こ
と
が
困
難

な
事
由
が
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

三

戸
籍
抄
本
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改

正

後

現

行

(

更
新
講
習
受
講
免
除
の
認
定
の
申
請)

（
削
除
）

第
二
十
五
条

平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
免
許
状

更
新
講
習
受
講
免
除
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
免
許
状
更
新
講
習
受
講

免
除
認
定
申
請
書(

第
十
六
号
様
式)

に
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号

に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
更
新
講
習
受
講
規
則
第
五
条
に
定
め
る
表
彰
等
を
受
け

た
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
表
彰
状
の
写
し
等
を
添
え
て
、
教
育
委
員
会
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
必
要
あ
る
者

に
限
る
。

第
五
章

雑
則

第
六
章

雑
則

（
免
許
状
の
授
与
又
は
交
付
の
証
明)

(

免
許
状
の
授
与
又
は
交
付
の
証
明)

第
二
十
一
条

免
許
状
の
授
与
又
は
交
付
の
証
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
教
育

第
二
十
六
条

免
許
状
の
授
与
又
は
交
付
の
証
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
教
育

職
員
免
許
状
授
与
又
は
交
付
証
明
申
請
書(
第
十
号
様
式)

を
教
育
委
員
会
に
提
出

職
員
免
許
状
授
与
又
は
交
付
証
明
申
請
書(

第
十
七
号
様
式)

を
教
育
委
員
会
に
提

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

教
育
職
員
免
許
状
授
与
又
は
交
付
証
明
書
は
第
十
一
号
様
式
に
よ
る
。

２

教
育
職
員
免
許
状
授
与
又
は
交
付
証
明
書
は
第
十
八
号
様
式
に
よ
る
。

(

有
効
期
間
更
新
証
明
書
等
の
再
発
行
の
申
請)

（
削
除
）

第
二
十
七
条

施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
十
又
は
平
成
二
十
年
改
正
免
許
法
施
行
規

則
附
則
第
十
五
条
の
証
明
書
の
再
発
行
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
有
効
期
間
更

新
証
明
書
等
再
発
行
申
請
書
（
第
十
九
号
様
式
）
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

(

特
別
免
許
状
及
び
臨
時
免
許
状
の
様
式)

(

特
別
免
許
状
及
び
臨
時
免
許
状
の
様
式)

第
二
十
二
条

特
別
免
許
状
及
び
臨
時
免
許
状
は
、
第
十
二
号
様
式
に
よ
る
。

第
二
十
八
条

特
別
免
許
状
及
び
臨
時
免
許
状
は
、
第
二
十
号
様
式
に
よ
る
。

（
免
許
教
科
以
外
の
教
科
の
教
授
担
任
許
可
）

(

免
許
教
科
以
外
の
教
科
の
教
授
担
任
許
可)

第
二
十
三
条

免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
に
提

第
二
十
九
条

免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
に
提

出
す
る
申
請
書
は
、
第
十
三
号
様
式
に
よ
る
。

出
す
る
申
請
書
は
、
第
二
十
一
号
様
式
に
よ
る
。

２

免
許
法
附
則
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
免
許
教
科
以
外
の
教
科
の
教
授
担
任
許

２

免
許
法
附
則
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
免
許
教
科
以
外
の
教
科
の
教
授
担
任
許

可
は
、
教
科
外
の
教
授
担
任
許
可
書(

第
十
四
号
様
式)

に
よ
り
行
う
。

可
は
、
教
科
外
の
教
授
担
任
許
可
書(

第
二
十
二
号
様
式)

に
よ
り
行
う
。
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改

正

後

現

行

(
特
別
非
常
勤
講
師
の
届
出
書)

(

特
別
非
常
勤
講
師
の
届
出
書)

第
二
十
四
条

特
別
非
常
勤
講
師
の
届
出
書(

免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
五
条
の
九

第
三
十
条

特
別
非
常
勤
講
師
の
届
出
書(

免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
五
条
の
十
一

の
規
定
に
よ
る
届
出
書
を
い
う
。)

は
、
第
十
八
号
様
式
に
よ
る
。

の
規
定
に
よ
る
届
出
書
を
い
う
。)

は
、
第
二
十
六
号
様
式
に
よ
る
。

(

委
任)

(

委
任)

第
二
十
五
条

（
略
）

第
三
十
一
条

（
略
）
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削
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削
除
）
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後
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行

（
削
除
）
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改

正

後

現

行

（
削
除
）
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後

現

行

（
削
除
）
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正

後

現

行

（
削
除
）
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改

正

後

現

行

（
削
除
）
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後

現

行
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後

現

行
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改

正

後

現

行

（
削
除
）
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改

正

後

現

行

（

（

）

（

）

（

（

）

（

）

裏
面

表
面
の
二

略
裏
面

表
面
の
二

略

）

）
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（

）

（

）

（

）

（

）

裏
面

略
裏
面

略
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改

正

後

現

行

（

）

（

）

（

）

（

）

裏
面

略
裏
面

略
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［その他］ 

職員の懲戒処分の状況について 

令和４年１０月（９月１日～９月３０日分） 

 

        青森県教育委員会 

 

事案１ ①被 処 分 者  特別支援学校 教諭（４４歳 男性） 

    ②事件の概要等  窃盗 

令和４年５月２１日（土）午後３時頃及び同年５月２９日（日）午後

３時３０分頃、鶴田町内のスーパーマーケットにおいて、食料品等（合

計約２１，０００円相当）を窃取したもの。 

③処 分 内 容  停職４月 

④処分年月日  令和４年９月３０日 

 

－45－



参 考 資 料

第８８５回定例会（令和４年１０月）

●報告第１号

議案に対する意見について P１～P２

●議案第１号

青森県社会教育委員の人事について P３～P５

●議案第２号

青森県生涯学習審議会委員の人事について P６～P７



 

 

令和４年度９月補正予算の概要について（教育委員会所管分） 

 

              補 正 予 算 額      ３４９，９０５千円 
              現 計 予 算 額  １２２，４２１，５１１千円 
              補正後の予算額  １２２，７７１，４１６千円 

 

◎ 要求の主なもの 
 
 

 
三内丸山遺跡センター費      ２,０５８千円 

 ○普及啓発事業費                    ２,０５８千円 

「青森の縄文遺跡群」の保存活用を推進するため、価値や魅力を伝える 

ための土偶レプリカを製作するのに要する経費 

 
保健給食振興費         １１,３９３千円 

 ○特別支援学校給食食材安定調達対策事業費        ８,３４２千円 

物価高騰の影響を受ける中において、特別支援学校の学校給食用食材を 

安定的に調達するのに要する経費 

 

○学校安全総合支援事業費                ３,０５１千円 

地域全体の学校安全推進体制の構築を図るため、有識者等による学校安 

全推進委員会の開催やモデル地域における学校安全に向けた取組などの実 

践研究を行うのに要する経費 

 
 
 
◎ 組織改正分 １８４,３１６千円 
   組織改正に伴い、企画政策部から教育委員会に移管される経費 
 
 
◎ 災害復旧分 １４９,１７２千円 

 令和４年８月の大雨による県立学校及び三内丸山遺跡センターにおける災害 
の復旧に要する経費 

参 考 資 料 

報告第１号関係 

－1－



 

 
 

令和４年９月第３１１回定例県議会の議案（条例改正）について 
 

国の法改正等に伴い、非常勤職員の育児休業に係る取得要件の緩和や職員の定年年

齢の引上げ等の制度改正を行うため、令和４年９月第３１１回定例県議会に関係条例

の一部を改正する条例案が提案された。 
 

１ 育児休業制度の改正について 

（１）制度改正の概要 

職員が育児休業をより柔軟に取得できるよう、国家公務員の取扱いに準じ、非

常勤職員の育児休業の取得要件の緩和等を行うもの。 

【制度改正のポイント】 

・非常勤職員の育児休業の取得に係る任期等の要件を緩和する。 
 
（２）関係条例 

職員の育児休業等に関する条例 
 
（３）施行年月日 

令和４年１０月１日 
 
２ 定年年齢の引上げについて 

（１）制度改正の概要 

職員の定年年齢について、国家公務員の取扱いに準じ、段階的に６５歳まで引

き上げるとともに、管理監督職勤務上限年齢制や定年前再任用短時間勤務職員の

任用等の制度を新設するもの。併せて、６０歳に達した職員の給料月額や退職手

当に関する特例を定めるもの。 

【制度改正のポイント】 

・定年年齢を段階的に６５歳まで引き上げる。（現行：６０歳） 

・管理監督職の上限年齢を６０歳とし、６０歳に達した管理監督職員について

は、翌年度から管理監督職以外の職に降任させる。 

・６０歳に達した後に退職した職員について、引き上げ後の定年年齢に達する

までの間、定年前再任用短時間勤務職員として採用できるものとする。 

・６０歳に達した職員の給料月額について、６０歳時点の７割水準とする。 

・６０歳に達した職員が、引き上げ後の定年年齢に達する前に退職する場合、

退職手当の基本額の算定に係る退職事由を「定年」扱いとする。 
 
（２）関係条例 

職員の定年等に関する条例 

職員の給与に関する条例 

職員の退職手当に関する条例   など 
 
（３）施行年月日 

令和５年４月１日 

※ 令和５年度に６０歳に達する職員に対して行う、６０歳以後の任用や給与

等に係る情報提供等に関する規定については、公布の日から施行する。 

参 考 資 料 

報告第１号関係 
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氏　名 所属・職名
性
別

地
区

氏　名 所属・職名
性
別

地
区

 
ヨシ

川
カワ

　康久
ヤスヒサ 公益社団法人青森青年会議所

特別顧問
男

東
青

再
任  

ヨシ

川
カワ

　康久
ヤスヒサ 青森県教育支援プラットフォーム

東青地区実行委員会委員長
男

東
青

永澤
ナガサワ

　正己
マサキ

板柳町教育委員会教育長 男
西
北

新
任 中村

  ナカムラ

　伸二
　シンジ 社会福祉法人清養会 障がい者

支援施設 幸養苑 苑長
男

東
青

岩本
イワモト

　美和
ミワ 青森市地域学校協働活動推進

員
女

東
青

再
任 岩本

イワモト

　美和
ミワ 青森市地域学校協働活動推進

員
女

東
青

小笠原
オガサワラ

　秀樹
ヒデキ

一般社団法人政策集団地域再
生青森会議　理事・事務局長・主
任研究員

男
東
青

再
任 小笠原

オガサワラ

　秀樹
ヒデキ 特定非営利活動法人あおもりラ

ジオくらぶ　理事
男

東
青

工藤
クドウ

　貴子
タカコ

あおもり家庭教育アドバイザー 女
中
南

再
任 工藤

クドウ

　貴子
タカコ

あおもり家庭教育アドバイザー 女
中
南

松浦
マツウラ

　淳
ジュン

青森中央短期大学　准教授 男
東
青

再
任 松浦

マツウラ

　淳
ジュン

青森中央短期大学　准教授 男
東
青

深作
フカサク

　拓郎
タクロウ

弘前大学教育学部　講師 男
中
南

新
任 越村

コシムラ

　康英
ヤスヒデ

弘前大学教育学部　准教授 男
中
南

学識経験
のある者
（２名）

公募
（2名）

越戸
コシド

　順子
ジュンコ

八戸市立白銀南小学校　校長 女

家庭教育の向
上に資する活
動を行う者

　（１名）

学校教育
の関係者

（１名）

三
八

社会教育
の関係者

（４名）

三
八

新
任 小笠原

オガサワラ

　一恵
カズエ 青森県立八戸盲学校 校長

青森県立八戸聾学校 校長
女

任期：令和４年10月19日～令和６年10月18日

現委員（第３５期）

任期：令和２年10月19日～令和４年10月18日

第３６期青森県社会教育委員候補者名簿

新
再
の
別

新委員（第３６期）

参 考 資 料

議 案 第 １ 号 関 係
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氏　名 所属・職名
性
別

地
区

氏　名 所属・職名
性
別

地
区

越戸
コシド

　順子
ジュンコ

八戸市立白銀南小学校　校長 女
三
八

新
任 三上

ミカミ

　菜穂子
ナオコ

十和田市立藤坂小学校　校長 女
上
北

齋藤
サイトウ

　郁子
イクコ

青森県立三沢高等学校　校長 女
上
北

新
任 小笠原

オガサワラ

　一恵
カズエ 青森県立八戸盲学校  校長

青森県立八戸聾学校　校長
女

三
八

 川
ヨシカワ

　康久
ヤスヒサ 公益社団法人青森青年会議所

特別顧問
男

東
青

再
任  川

ヨシカワ

　康久
ヤスヒサ 青森県教育支援プラットフォーム

東青地区実行委員会委員長
男

東
青

永澤
ナガサワ

　正己
マサキ

板柳町教育委員会教育長 男
西
北

新
任 阿彦

アヒコ

　正弘
マサヒロ

鰺ヶ沢町教育委員会　教育長 男
西
北

米田
ヨネタ

　大吉
ダイキチ 特定非営利活動法人プラット

フォームあおもり　理事長
男

東
青

再
任 米田

ヨネタ

　大吉
ダイキチ 特定非営利活動法人プラット

フォームあおもり　理事長
男

東
青

小寺
コデラ

　将太
ショウタ 一般社団法人tsumugu 代表理

事
男

下
北

再
任 小寺

コデラ

　将太
ショウタ

一般社団法人tsumugu 代表理事 男
下
北

中村
ナカムラ

　奈津世
ナツヨ 八戸市立小中野中学校学校支

援コーディネーター
女

三
八

新
任 中村

ナカムラ

　伸二
シンジ 社会福祉法人清養会 障がい者

支援施設 幸養苑 苑長
男

東
青

小向
コムカイ

　香織
カオリ 青森県PTA連合会

理事
女

上
北

新
任 田名部

タナブ

　由香
ユカ 青森県特別支援学校ＰＴＡ連合

会　副会長
女

三
八

岩本
イワモト

　美和
ミワ 青森市地域学校協働活動推進

員
女

東
青

再
任 岩本

イワモト

　美和
ミワ 青森市地域学校協働活動推進

員
女

東
青

小笠原
オガサワラ

　秀樹
ヒデキ

一般社団法人政策集団地域再
生青森会議　理事・事務局長・主
任研究員

男
東
青

再
任 小笠原

オガサワラ

　秀樹
ヒデキ 特定非営利活動法人あおもりラ

ジオくらぶ　理事
男

東
青

工藤
クドウ

　貴子
タカコ

あおもり家庭教育アドバイザー 女
中
南

再
任 工藤

クドウ

　貴子
タカコ

あおもり家庭教育アドバイザー 女
中
南

柏谷
カシワヤ

　至
イタル

青森大学社会学部　教授 男
東
青

新
任 大木

オオキ

　えりか
八戸学院大学健康医療学部　講
師

女
三
八

松浦
マツウラ

　淳
ジュン

青森中央短期大学　准教授 男
東
青

再
任 松浦

マツウラ

　淳
ジュン

青森中央短期大学　准教授 男
東
青

深作
フカサク

　拓郎
タクロウ

弘前大学教育学部　講師 男
中
南

新
任 越村

コシムラ

　康英
ヤスヒデ

弘前大学教育学部　准教授 男
中
南

山﨑
ヤマザキ

　結子
ユイコ

外ヶ浜町　町長 女
東
青

再
任 山﨑

ヤマザキ

　結子
ユイコ

外ヶ浜町　町長 女
東
青

※ は青森県社会教育委員を兼務

第１６期青森県生涯学習審議会委員候補者名簿

　任期：令和２年10月19日～令和４年10月18日

学識経験
のある者
（４名）

学校教育
の関係者

（２名）

社会教育
の関係者

（６名）

公募
（２名）

家庭教育の向
上に資する活
動を行う者

　　（１名）

任期：令和４年10月19日～令和６年10月18日

新委員（第１６期）
新
再
の
別

現委員（第１５期）

参 考 資 料

議 案 第 １ 号 関 係
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関係規定 

社会教育法（抜粋） 

（社会教育委員の設置）  

第１５条  都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。  

 ２  社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。 

（社会教育委員の職務） 
  第１７条  社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の

職務を行う。 
    一  社会教育に関する諸計画を立案すること。 
    二  定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、

意見を述べること。 
    三  前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。 
  ２  社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べ

ることができる。 
  ３  市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少

年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者そ

の他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。 
（社会教育委員の委嘱の基準等） 

  第１８条  社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関

し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。この場合において、社

会教育委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌する

ものとする。 
 

青森県社会教育委員設置条例（抜粋） 

  （委嘱の基準） 
 第２条 委員の委嘱の基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向

上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとす

る。 
  （定数） 
 第３条 委員の定数は、１２人以内とする。 
  （任期等） 
 第４条 委員の任期は、２年とする。 
 ２ 前項の任期は、委嘱の日からこれを起算する。 
 ３ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 ４ 教育委員会は、特別の事由があるときは、委員の委嘱を解くことができる。 

参 考 資 料 

議案第１号関係 
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氏　名 所属・職名
性
別

地
区

氏　名 所属・職名
性
別

地
区

越戸
コシド

　順子
ジュンコ

八戸市立白銀南小学校　校長 女
三
八

新
任 三上

ミカミ

　菜穂子
ナオコ

十和田市立藤坂小学校　校長 女
上
北

齋藤
サイトウ

　郁子
イクコ

青森県立三沢高等学校　校長 女
上
北

新
任 小笠原

オガサワラ

　一恵
カズエ 青森県立八戸盲学校  校長

青森県立八戸聾学校　校長
女

三
八

 川
ヨシカワ

　康久
ヤスヒサ 公益社団法人青森青年会議所

特別顧問
男

東
青

再
任  川

ヨシカワ

　康久
ヤスヒサ 青森県教育支援プラットフォーム

東青地区実行委員会委員長
男

東
青

永澤
ナガサワ

　正己
マサキ

板柳町教育委員会教育長 男
西
北

新
任 阿彦

アヒコ

　正弘
マサヒロ

鰺ヶ沢町教育委員会　教育長 男
西
北

米田
ヨネタ

　大吉
ダイキチ 特定非営利活動法人プラット

フォームあおもり　理事長
男

東
青

再
任 米田

ヨネタ

　大吉
ダイキチ 特定非営利活動法人プラット

フォームあおもり　理事長
男

東
青

小寺
コデラ

　将太
ショウタ 一般社団法人tsumugu 代表理

事
男

下
北

再
任 小寺

コデラ

　将太
ショウタ

一般社団法人tsumugu 代表理事 男
下
北

中村
ナカムラ

　奈津世
ナツヨ 八戸市立小中野中学校学校支

援コーディネーター
女

三
八

新
任 中村

ナカムラ

　伸二
シンジ 社会福祉法人清養会 障がい者

支援施設 幸養苑 苑長
男

東
青

小向
コムカイ

　香織
カオリ 青森県PTA連合会

理事
女

上
北

新
任 田名部

タナブ

　由香
ユカ 青森県特別支援学校ＰＴＡ連合

会　副会長
女

三
八

岩本
イワモト

　美和
ミワ 青森市地域学校協働活動推進

員
女

東
青

再
任 岩本

イワモト

　美和
ミワ 青森市地域学校協働活動推進

員
女

東
青

小笠原
オガサワラ

　秀樹
ヒデキ

一般社団法人政策集団地域再
生青森会議　理事・事務局長・主
任研究員

男
東
青

再
任 小笠原

オガサワラ

　秀樹
ヒデキ 特定非営利活動法人あおもりラ

ジオくらぶ　理事
男

東
青

工藤
クドウ

　貴子
タカコ

あおもり家庭教育アドバイザー 女
中
南

再
任 工藤

クドウ

　貴子
タカコ

あおもり家庭教育アドバイザー 女
中
南

柏谷
カシワヤ

　至
イタル

青森大学社会学部　教授 男
東
青

新
任 大木

オオキ

　えりか
八戸学院大学健康医療学部　講
師

女
三
八

松浦
マツウラ

　淳
ジュン

青森中央短期大学　准教授 男
東
青

再
任 松浦

マツウラ

　淳
ジュン

青森中央短期大学　准教授 男
東
青

深作
フカサク

　拓郎
タクロウ

弘前大学教育学部　講師 男
中
南

新
任 越村

コシムラ

　康英
ヤスヒデ

弘前大学教育学部　准教授 男
中
南

山﨑
ヤマザキ

　結子
ユイコ

外ヶ浜町　町長 女
東
青

再
任 山﨑

ヤマザキ

　結子
ユイコ

外ヶ浜町　町長 女
東
青

第１６期青森県生涯学習審議会委員候補者名簿

　任期：令和２年10月19日～令和４年10月18日

学識経験
のある者
（４名）

学校教育
の関係者

（２名）

社会教育
の関係者

（６名）

公募
（２名）

家庭教育の向
上に資する活
動を行う者

　　（１名）

任期：令和４年10月19日～令和６年10月18日

新委員（第１６期）
新
再
の
別

現委員（第１５期）

参 考 資 料

議 案 第 ２ 号 関 係
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関係規定 

 

 

生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 

   （都道府県生涯学習審議会） 

第１０条 都道府県に、都道府県生涯学習審議会（以下「都道府県審議会」

という。）を置くことができる。 

２ 都道府県審議会は、都道府県の教育委員会又は知事の諮問に応じ、当該

都道府県の処理する事務に関し、生涯学習に資するための施策の総合的な

推進に関する重要事項を調査審議する。 

３ 都道府県審議会は、前項に規定する事項に関し必要と認める事項を当該

都道府県の教育委員会又は知事に建議することができる。 

４ （略） 

 

 

青森県生涯学習審議会設置条例 

   （組織） 

第２条 審議会は、２０人以内の委員で組織する。 

２ 委員は、人格識見共に優れた者のうちから、教育委員会が知事の意見を

聴いて委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

参 考 資 料 

議案第２号関係 
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